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北
海
道
大
学
法
学
部
法
学
会
記
事

O
昭
和
五
七
年
九
月
三
日
(
金
)
午
後
一
時
半
l
四
時
半

「
政
府
規
制
産
業
の
最
近
の
動
向
」報
告
者

公
正
取
引
委
員
会
総
務
課
長

厚
谷
棄
児
氏

出

席

者

二

一

二

名

厚
谷
氏
は
現
在
は
公
取
委
総
務
課
長
で
あ
る
が
、
七
月
ま
で
調
整
課
で
政
府

規
制
制
度
の
見
直
し
作
業
に
従
事
し
て
お
ら
れ
た
。
同
氏
は
昨
年
度
経
済
法
学

会
に
も
出
席
さ
れ
、
討
論
に
参
加
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
氏
よ
り
本
年
八
月
に
発

表
さ
れ
た
公
取
委
見
解
に
依
拠
し
た
報
告
が
行
わ
れ
た
。

こ
の
公
取
委
見
解
は
、
問
委
員
会
に
よ
る
こ
れ
ま
で
の
経
済
規
制
の
再
検
討

作
業
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
再
検
討
作
業
は
、
直
接
に
は
O
E
C
D

の
勧
告
を
受
け
た
も
の
で
行
政
管
理
庁
と
の
共
同
作
業
で
進
め
ら
れ
て
き
た
。

公
取
委
の
こ
の
問
題
に
対
す
る
基
本
的
見
解
は
、
認
可
に
よ
る
参
入
規
制
、
料

金
規
制
な
ど
の
経
済
規
制
が
市
場
に
お
け
る
競
争
に
対
す
る
人
為
的
操
作
で
あ

っ
て
、
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
り
、
規
制
の
範
閤
・
程
度
は
い
わ
ば

競
争
政
策
の
例
外
的
な
も
の
と
し
て
目
的
に
照
ら
し
て
も
必
要
最
小
限
に
留
め

る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
O
E
C
D
の
勧
告
の
背
景
は
、
一
九
七

0
年
代
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
問

題
、
イ
ン
フ
レ
、
失
業
問
題
等
の
経
済
成
果
の
悪
化
に
対
し
、
各
国
と
も
競
争

促
進
に
よ
る
民
間
活
力
の
、
活
用
に
よ
り
対
処
す
べ
き
で
あ
る
と
の
考
え
方
が
強

ま
っ
た
こ
と
に
あ
る
。

O
E
C
D
は
一
九
七
九
年
九
月
に
各
国
に
、

a
、
当
初

の
規
制
目
的
・
状
況
の
現
在
に
お
け
る
妥
当
性
、

b
、
現
行
制
度
の
目
的
達
成

の
程
度
、
当
該
目
的
を
規
制
に
よ
り
達
成
す
る
場
合
の
利
益
と
社
会
的
・
経
済

的
・
行
政
的
コ
ス
ト
と
の
比
較
、

c
、
規
制
目
的
が
競
争
に
よ
り
、
又
は
競
争

制
限
が
よ
り
少
な
い
政
府
介
入
に
よ
り
達
成
で
き
な
い
か
の
観
点
か
ら
再
検
討

を
行
う
こ
と
を
勧
告
し
た
。
こ
れ
を
受
け
た
公
取
委
は
一
定
の
考
慮
事
項
に
よ

り
二
ハ
業
種
を
選
定
し
諸
穫
の
調
査
を
行
う
と
と
も
に
、
行
政
事
務
の
簡
素
化

の
視
点
を
持
つ
行
政
管
理
庁
と
合
同
検
討
会
議
を
設
け
情
報
交
換
を
行
っ
て
き

た
。
又
、
政
府
規
制
分
野
の
数
量
的
鳥
隊
に
も
努
め
た
。

こ
う
し
た
調
査
の
結
果
と
し
て
、
ま
ず
我
が
国
の
規
制
制
度
の
特
質
と
し
て

五
点
指
摘
で
き
る
。
①
政
府
規
制
制
度
は
総
じ
て
拡
大
・
強
化
さ
れ
て
き
て
い

る
Q

例
、
倉
庫
業
に
対
す
る
規
制
。
②
被
規
制
事
業
者
の
自
己
責
任
の
原
則
が

貫
徹
さ
れ
な
い
。
③
社
会
的
・
経
済
的
事
情
や
政
府
規
制
産
業
の
状
況
が
、
導

入
時
と
今
日
で
大
き
く
変
化
し
て
い
る
も
の
が
認
め
ら
れ
る
。
ァ
、
経
済
事
情

の
変
化
し
た
も
の
の
例
、
戦
後
イ
ン
フ
レ
対
策
以
来
の
臨
時
金
利
調
整
法
。

ィ
、
産
業
状
況
の
変
化
し
た
例
、
異
業
種
間
競
争
の
出
た
傷
害
保
険
分
野
、
銀

行
と
証
券
会
社
関
の
競
争
、
運
輸
業
界
、
技
術
発
達
に
よ
る
デ
ー
タ
通
信
。
④

戦
時
統
制
等
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。
⑤
経
済
情
勢
の
変
化
や
消

費
者
の
需
要
の
変
化
に
対
応
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
は

行
政
の
公
平
性
・
浴
意
性
の
除
去
の
為
に
皆
が
同
じ
状
況
に
な
ら
な
い
と
認
可
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報

し
な
い
と
の
所
謂
横
並
び
行
政
に
よ
る
行
政
画
一
化
に
起
因
す
る
も
の
で
あ

る
。
次
に
、
政
府
規
制
に
よ
る
弊
害
と
し
て
四
点
あ
げ
ら
れ
る
。
①
既
存
業
者

の
既
得
権
益
擁
護
に
つ
な
が
り
、
限
界
事
業
者
の
温
存
・
新
規
参
入
阻
止
に
よ

り
経
済
の
効
率
性
を
害
す
る
。
②
産
業
聞
の
最
適
な
資
源
配
分
を
損
う
。
③
規

制
制
度
を
根
拠
に
し
た
事
実
上
の
行
政
指
導
に
よ
る
過
剰
な
介
入
が
行
わ
れ
、

事
業
者
の
活
動
を
必
要
以
上
に
制
約
し
た
り
過
大
な
負
担
等
を
課
し
た
り
す
る

お
そ
れ
が
あ
る
。
@
国
際
競
争
力
を
劣
化
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
以
上
を
踏

ま
え
、
望
ま
し
い
政
府
規
制
制
度
の
あ
り
方
と
し
て
は
、
①
目
的
設
定
を
明
確

か
つ
限
定
的
に
す
る
こ
と
、
②
規
制
範
聞
は
必
要
最
小
限
の
も
の
と
す
る
こ

と
、
③
手
段
は
競
争
条
件
へ
の
影
響
の
弱
い
方
法
を
選
ぶ
こ
と
、
の
一
一
一
点
が
考

慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
又
、
見
直
し
の
観
点
と
し
て
制
度
存
続
の
合
理
的
理

由
の
有
無
、
運
用
上
種
々
の
弊
害
は
な
い
か
、
競
争
政
策
な
い
し
競
争
条
件
に

影
響
の
よ
り
少
な
い
規
制
で
代
替
で
き
な
い
か
、
雄
一
寸
の
点
が
基
本
的
に
重
要
で

あ
る
。
以
上
の
公
取
委
見
解
を
今
後
臨
調
の
行
政
改
革
方
針
に
ど
の
よ
う
に
具

体
的
に
生
か
し
て
行
く
の
か
、
が
今
後
の
課
題
と
な
る
。

各
論
と
し
て
ト
ラ
ッ
ク
運
送
業
界
に
関
し
て
具
体
的
に
状
況
説
明
が
さ
れ
た

後
、
質
疑
に
移
っ
た
。
そ
の
際
、
政
府
方
針
へ
の
具
体
化
の
可
能
性
、
社
会
的

規
制
と
経
済
的
規
制
の
区
別
、
弱
者
保
護
的
視
点
と
公
取
委
、
料
金
規
制
制
度

と
締
約
強
制
、
不
採
算
地
域
カ
バ
ー
を
目
的
と
す
る
独
占
是
認
の
妥
当
性
、
日

本
的
企
業
風
土
と
規
制
緩
和
の
有
効
性
、
金
利
規
制
緩
和
と
消
費
者
保
護
、
規

制
緩
和
の
場
合
の
市
場
情
報
提
供
の
負
担
者
、
証
券
業
独
禁
法
適
用
除
外
の
現

代
的
意
義
、
成
熟
産
業
・
衰
退
産
業
で
の
規
制
緩
和
の
経
済
政
策
的
妥
当
性
、

等
を
め
ぐ
り
議
論
が
交
わ
さ
れ
た
。
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